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保護者様 

                              滋賀県立玉川高等学校      

                              校 長  梅本 正史 

 

学校再開について（お知らせ） 

 

 平素は本校教育活動につきまして格別のご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、滋賀県教育委員会は６月１日より感染症対策を徹底した上で、県立学校の再開を決定しまし

た。 

 つきましては、下記のとおり実施いたしますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 

記 

 

１．授業の実施について 

 【６月１日〜６月５日】  

 時差登校による分散授業。出席番号の奇数と偶数の２つの班に分け、午前と午後にそれぞれ授

業を行います。（４５分×３限授業） 

 【６月８日以降】 

     時差登校による通常授業。学年によって異なる登校時間を設定することで登校時に生徒が密集

することを避けます。（４５分×７限授業） 

 

２．不足する授業の補充について 

 １学期の終業を８月７日（金）まで伸ばし、２学期の始業を８月２５日（月）に早めることで、夏

季休業期間で１７日間確保します。また、白萩祭（学園祭）とその準備期間として予定していました

１０日間のすべてを７限授業にすることで、不足する授業を補充していきます。 

 

※詳しくは、裏面を確認してください。 



学校再開後の分散登校・時差登校について  

【６月１日～６月５日】      

   ※登校グループは出席番号の奇数と偶数で分けて登校します。  

  月 火 水 木 金 

奇数 AM PM AM PM AM 

偶数 PM AM PM AM PM 

   日課表 

 時間帯 備考 

1限 9:15  ～  10:00 SHR  9:00～ 9:10 

2限 10:10  ～  10:55  

3限 11:05  ～  11:50  

入替え 1時間10分 

5限 13:15  ～  14:00 SHR 13:00～13:10 

6限 14:10  ～  14:55  

7限 15:05  ～  15:50  

   ※分散登校の期間は特別時間割とします。      

【６月８日以降】       

SHR：A 8:25  ～     8:35 

SHR：B 8:35  ～     8:45 

SHR：C 8:45  ～     8:55 

1 9:00  ～   9:45 

2 9:55  ～  10:40 

3 10:50  ～  11:35 

4 11:45  ～  12:30 

昼休み 12:30 ～  13:10 

5 13:15 ～  14:00 

6 14:10 ～  14:55 

7 15:05 ～  15:50 

※生徒の登校時間が集中しないように、時差登校に配慮しながら通常授業を行うこととします。 

時差登校の方法 

①朝SHRを学年ごとに10分ずつずらします。 

②学年ごとの朝SHRの時間帯は下記の表のとおりです。 

 月 火 水 木 金 

１年 A C B A C 

２年 B A C B A 

３年 C B A C B 

 

 

〇感染防止のために 

・毎朝の検温・健康観察 

・こまめな手洗い 

・ソーシャル･ディスタンス 

・マスクの着用 


